
山
梨
県
公
報
　
　
第
百
九
十
二
号
　
　
令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
五
五

山
梨
県
公
報

第
百
九
十
二
号

令
和
三
年

五
月
二
十
四
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
寄
附
金
の
収
納
事
務
の
委
託	

二
五
五

○
一
団
地
内
に
建
築
さ
れ
る
一
又
は
二
以
上
の
建
築
物
の
位
置
及
び
構
造
が
安
全
上
、
防

　
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
こ
と
の
認
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

二
五
五

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定	

二
五
五

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見	

二
五
五

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正	

二
五
六

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
寄
附
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
委
託
の
相
手
方
　
東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
二
番
一
号
　
株
式
会
社
さ
と
ふ
る

二
　
委
託
に
係
る
寄
附
金
　
ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る
寄
附
金
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
納
付
す

る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
委
託
の
期
間
　
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
団
地
内

に
建
築
さ
れ
る
一
又
は
二
以
上
の
建
築
物
の
位
置
及
び
構
造
が
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が

な
い
こ
と
を
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
認
定
番
号
　
山
梨
県
指
令
建
住
第
八
百
五
十
二
号

二
　
認
定
対
象
区
域
　
南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
字
法
印
塚
三
千
二
百
八
十
一
番
三
十
一
、
三
千
二
百
八

十
一
番
二
十
二
の
一
部
及
び
三
千
二
百
八
十
番
五
の
一
部

三
　
認
定
対
象
区
域
等
を
表
示
し
た
図
書
の
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
指
定
の
年
月
日
　
令
和
三
年
五
月
十
四
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置
　
富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
中
原
四
三
一
一
番
十
一

　
　
　
　
　
　
　
富
士
吉
田
市
松
山
字
中
原
一
四
〇
六
番
九

三
　
指
定
道
路
の
幅
員
　
最
大
六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
　
最
小
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長
　
九
十
・
七
六
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
昭
和
町

か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
コ
ス
モ
ス
薬
品
甲
府
昭
和
店
　
山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和

町
清
水
新
居
字
宮
ノ
上
一
番
四
外

二
　
届
出
の
内
容
　
新
設

三
　
届
出
の
公
告
日
　
令
和
三
年
一
月
十
四
日

四
　
意
見
の
概
要
　
駐
車
場
法
の
遵
守

五
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

六
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
二
十
四
日
ま
で



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
九
十
二
号
　
　
令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

二
五
六

別
表
第
十
の
三
、
九
三
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
、
九
三
六

市
道

削
除

南
甲
府

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

別
表
第
十
の
四
、
九
六
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
、
九
六
二

主
要
地

方
道
甲

府
南
ア

ル
プ
ス

線

甲
斐
市
篠
原
一
、
一
六
八
番
地
先

四

甲
斐

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

別
表
第
十
の
五
、
六
二
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
一
五

市
道

甲
府
市
朝
日
二
丁
目
一
二

番
七
号
先
（
市
道
同
士
の

丁
字
路
交
差
点
）
か
ら
甲

府
市
朝
日
二
丁
目
一
一
番

一
一
号
先
（
市
道
同
士
の

十
字
路
交
差
点
）
ま
で

車
両
（

二
輪
・

軽
車
両

・
沿
道

家
屋
関

係
車
両

を
除
く

。
）

終
日

甲
府

令
和
三
年
五
月

二
四
日

告
示
第
五
七
号

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
武
　
　
田
　
　
信
　
　
彦

別
表
第
一
中

をに
、

をに
改
め
る
。

別
表
第
三
の
三
一
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
九

北
巨
摩
郡
双
葉
町
下
今
井
一
八
三
番

地
先
（
国
道
二
〇
号
線
と
町
道
と
の

交
差
点
）

塩
崎
駐
在
所
前

五
〇
・
　
六
・
二
四

﹁

﹁

二
九

甲
斐
市
下
今
井
一
八
三
番
地
先
（
主

要
地
方
道
甲
府
韮
崎
線
と
市
道
と
の

交
差
点
）

双
葉
郵
便
局
東

令
和
三
年
五
月
二
四
日

告
示
第
五
七
号

﹁

﹁

九
三

甲
斐
市
志
田
六
六
四
番
地
先
（
国
道

二
〇
号
と
市
道
と
の
十
字
路
交
差
点

）

志
田

平
成
一
七
年
六
月
三
〇
日

告
示
第
五
九
号

﹁

﹁

九
三

甲
斐
市
志
田
六
六
四
番
地
先
（
国
道

二
〇
号
と
市
道
と
の
十
字
路
交
差
点

）

甲
斐
警
察
署
前

令
和
三
年
五
月
二
四
日

告
示
第
五
七
号

﹁

﹁

三
一
五

市
道

甲
府
市
朝
日
二
丁
目
一
二

番
七
号
先
（
市
道
同
士
の

丁
字
路
交
差
点
）
か
ら
甲

府
市
朝
日
二
丁
目
一
一
番

一
一
号
先
（
市
道
同
士
の

十
字
路
交
差
点
）
ま
で

車
両
（

二
輪
・

軽
車
両

・
沿
道

家
屋
関

係
車
両

を
除
く

。
）

終
日

甲
府

令
和
三
年
五
月

二
四
日

告
示
第
五
七
号

五
、
六
三
〇

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
二
〇
五

番
地
先

一

南
甲
府

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

五
、
六
三
一

市
道

甲
府
市
里
吉
一
丁
目
一
番
五
六
号
先

一

南
甲
府

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

五
、
六
三
二

市
道

中
央
市
臼
井
阿
原
二
、
〇
四
二
番
地

五
先

一

南
甲
府

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

五
、
六
三
三

主
要
地

方
道
富

士
川
南

ア
ル
プ

ス
線

南
ア
ル
プ
ス
市
西
南
湖
三
六
七
番
地

先

一

南
ア
ル
プ
ス

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

五
、
六
三
四

市
道

韮
崎
市
水
神
二
丁
目
八
番
一
一
号
先

一

甲
斐

令
和
三
年
五
月
二

四
日

告
示
第
五
七
号

五
、
六
三
五

県
道
増

富
若
神

子
線

北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
六
四
〇
番
地

一
先

一

北
杜

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

五
、
六
三
六

町
道

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
長
澤
五
五
五
番

地
二
先

一

鰍
沢

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
九
十
二
号
　
　
令
和
三
年
五
月
二
十
四
日

二
五
七

別
表
第
三
十
三
の
三
四
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
四
三

主
要
地
方

道
甲
府
南

ア
ル
プ
ス

線

甲
斐
市
篠
原
一
、
一
六
八
番
地
先
（
竜
王

南
小
南
交
差
点
）

四

令
和
三
年
五
月
二
四

日告
示
第
五
七
号

別
表
第
十
六
の
八
、
四
六
〇
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
、
四
六
〇

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
二
〇
七

番
地
先
（
町
道
同
士
の
十
字
路
交
差

点
・
東
進
車
両
）

南
甲
府

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

別
表
第
十
六
の
一
二
、
〇
六
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
二
、
〇
六
四

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
二
〇
五

番
地
先
（
町
道
同
士
の
十
字
路
交
差

点
・
西
進
車
両
）

南
甲
府

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

別
表
第
二
十
三
の
三
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
、
六
三
〇

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
二
〇
五

番
地
先

一

南
甲
府

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

五
、
六
三
一

市
道

甲
府
市
里
吉
一
丁
目
一
番
五
六
号
先

一

南
甲
府

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

五
、
六
三
二

市
道

中
央
市
臼
井
阿
原
二
、
〇
四
二
番
地

五
先

一

南
甲
府

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

五
、
六
三
三

主
要
地

方
道
富

士
川
南

ア
ル
プ

ス
線

南
ア
ル
プ
ス
市
西
南
湖
三
六
七
番
地

先

一

南
ア
ル
プ
ス

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

五
、
六
三
四

市
道

韮
崎
市
水
神
二
丁
目
八
番
一
一
号
先

一

甲
斐

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

五
、
六
三
五

県
道
増

富
若
神

子
線

北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
六
四
〇
番
地

一
先

一

北
杜

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

五
、
六
三
六

町
道

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
長
澤
五
五
五
番

地
二
先

一

鰍
沢

令
和
三
年
五
月
二

四
日
告
示
第
五
七
号

三
三

主
要
地

方
道
甲

府
南
ア

ル
プ
ス

線

甲
府
市
飯
田
一

丁
目
四
番
七
号

先
（
気
象
台
東

交
差
点
）
か
ら

南
ア
ル
プ
ス
市

在
家
塚
五
八
七

番
地
先
（
白
根

イ
ン
タ
ー
西
交

差
点
）
ま
で
の

上
下
線

上
下
線
各
二
（
た
だ
し
、
付
加
車
線
の
あ
る
交
差
点
は
三
又
は
四
）

上
記
区

間
の
う

ち
、
道

路
標
識

又
は
道

路
標
示

で
示
し

た
区
間

で
道
路

標
識
又

は
道
路

標
示
に

よ
り
示

さ
れ
た

進
行
方

向
別
通

行
区
分

に
よ
る

。

①
西
条

北
交
差

点
（
同

交
差
点

か
ら
北

方
へ
三

〇
メ
ー

ト
ル
の

区
間
）

②
甲
府

昭
和
I

C
西
交

差
点
（

同
交
差

点
か
ら

上
下
線

各
三
〇

メ
ー
ト

ル
の
区

間
）
③
か
お

り
幼
稚

園
東
交

差
点
（

同
交
差

点
か
ら

上
下
線

各
三
〇

メ
ー
ト

ル
の
区

間
）

車
両

甲
府
南
甲
府南
ア
ル
プ
ス甲
斐

令
和
三
年
五
月

二
四
日

告
示
第
五
七
号

④
竜
王

南
小
南

交
差
点

（
同
交

差
点
か

ら
上
下

線
各
三

〇
メ
ー

ト
ル
の

区
間
）

⑤
東
冷

間
交
差

点
（
同

交
差
点

か
ら
上

下
線
各

三
〇
メ

ー
ト
ル

の
区
間

）⑥
下
八

幡
三
区

公
民
館

前
交
差

点
（
同

交
差
点

か
ら
上

下
線
各

三
〇
メ

ー
ト
ル

の
区
間

）⑦
西
八

幡
南
交

差
点
（

同
交
差

点
か
ら

上
下
線

各
三
〇

メ
ー
ト

ル
の
区

間
）
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